
 

 

 

令和 6年度 事業実施結果 

 

令和 6年度事業計画に基づき全て事業を計画どおり概ね実施することができた。 

また、中期計画で掲げている会員確保に関する取組みでは、県内社会保険適用事業所より選定

した 2,193事業所に加入案内を行い 235事業所より加入の申し出を受けた（10.7％）。 

昨年度の加入件数との比較では 92件増加した。 

さらに、年会費納入方法として推進している口座振替の利用について、県内 7市町９８５事業所

に対して、案内通知および口座振替依頼書を送付、新たに 370事業所から口座振替依頼書の

提出があり、口座振替利用割合も 64.0％（従前は 59.4％）まで伸ばすことができた。 

令和 7年度も引き続き加入促進・口座振替推進をはじめ、的確な対策、丁寧な対応に努めるこ

とが重要となってくる。 

また、年会費と事業の在り方について、理事会において今後の方向性等意見の取りまとを行った

ところであり、令和 7年度では具体的に示していくこととしたい。 

令和 6年度各事業の結果については次のとおりである。 

【主要事業】 

１ 広報活動事業 

⑴ 広報紙の定期発行【発行部数 ： 49,684部 （令和 5年度 ： 50,837部）】 

広報紙「社会保険ふくい」を年 6回、偶数月の 15日に会員事業所に配布し、協会事業及 

び社会保険関係制度の周知・啓発に努めた。 

① 年金関係記事として、年金額の改定、遺族年金や障害年金について掲載・周知。また、オ

ンラインサービスをテーマとした「ねんきんネット」の利用促進等にかかる情報提供を、年間

を通して周知。 

② 労働保険・雇用保険関係として、制度改正事項や各種助成金などテーマに基づく記事を

掲載・周知。 

③ 協会事業運営の財源となる年会費納入方法について、口座振替依頼書の送付や、同じ

タイミングで広報紙に推進記事を掲載し口座振替獲得の向上に努めた。 

④ 広報紙の表紙では「美しいふるさと福井」をテーマとした写真を、福井県観光連盟のご協

力のもと、公式インスタグラムに投稿のあった作品の中から選定し、投稿者からの撮影コメ

ントを添えて掲載した。 

⑵ ホームページの活用【年間アクセス件数 ： 36,768件 （令和 5年度 ： 34,670件）】 

新着情報欄を効率よく活用し、人気のある福利厚生事業施設利用補助券申込み等の案 

内、社会保険制度啓発に関する事務講習会等の開催案内、広報紙の発行や年会費の口座

振替推進、日本年金機からのお知らせなど情報が停滞しないよう努めた。 

閲覧件数も対前年度比約 106.1％と 5年連続で閲覧数は増加傾向となっている。 

２ 制度普及啓発事業 

⑴ 社会保険関係冊子の配布 



 

社会保険制度の啓発、届書作成など事務処理の参考書として、令和 6年度会費をご納入 

いただいた事業所に対し、6月・7月号広報紙と併せて冊子「社会保険の事務手続」、「ライフ

ステージにおける社会保険・労働保険 2024年度版」を配布した。また、年度途中から加入・

年会費納入をいただいた事業所に対しても冊子及び広報紙を送付した。 

⑵  社会保険事務講習会の開催【受講者数 ： 225名 （令和 5年度 ： 156名）】 

県内 6会場において、年金事務所、協会けんぽ及びハローワークの職員を講師として、年 

金委員、健康保険委員及び社会保険事務担当者を対象に、社会保険や雇用保険の制度改

正、各種申請・届出時の留意点など詳細な情報等を知ることができる実務講習会を開催し、

事務処理の周知等に努めた。 

【福井年金事務所管轄】 

開 催 日 会  場 6年度 5年度 増 減 

6月 24日/7月 2日 福井県自治会館 81名 55名 26名 

6月 27日 大野有終会館結とぴあ 29名 15名 14名 

6月 28日 いねす坂井地域交流センター 24名 25名 ▲ 1名 

【武生年金事務所管轄】 

開 催 日 会  場 6年度 5年度 増 減 

6月 26日 サンドーム福井管理会議棟 57名 48名 9名 

【敦賀年金事務所管轄】 

開 催 日 会  場 6年度 5年度 増 減 

6月 25日 敦賀市中郷公民館 24名 13名 11名 

7月 3日 福井県立若狭図書学習センター 10名 中止 10名 

⑶  ねんきんシニアライフセミナーの開催【受講者数 ： 49名 （令和 5年度 ： 38名）】 

県内 3 会場において、定年退職を間近に控えた従業員、企業内相談窓口となる事務担当

者を対象に、働きながら受け取る年金や雇用保険、定年再雇用制度のしくみ等を説明し、

将来の生活設計の一助となることを目的に開催した。 

【県内 3会場】 

開 催 日 会  場 6年度 5年度 増 減 

11月 6日 福井県自治会館 25名 22名 3名 

11月 18日 サンドーム福井管理会議棟 18名 16名 2名 

11月 20日 敦賀市中郷公民館 6名 中止 6名 

⑷ 出張年金相談所の開設周知 

年金事務所が開設する出張年金相談所の利用促進および周知広報活動を行った。 

開 催 日 会   場 

毎月第 2木曜日 勝山市民会館 

毎月第 4木曜日 大野商工会議所 

毎月第２・4木曜日 小浜市文化会館 4階 



 

３ 健康づくり啓発事業 

⑴  職場における健康づくり講習会の開催 

受講事業所数 ： 12件 （令和 5年度 ： 11件） 

⑵  健康づくりＤＶＤの貸出 

利用事業所 6事業所 （令和 5年度 ： 0事業所） 

４ 福利厚生事業 

スポーツ・レジャー施設や宿泊施設を利用した健康奨励と心身のリフレッシュ、健康の保持 

増進を図るため、施設利用補助事業を実施。 

⑴  越前松島水族館利用補助：年間利用 

印刷枚数 ： 7,000枚 (5年度 ： 5,300枚)、配布枚数 ： 6,024枚 (5年度 ： 3,500枚) 

種  類 6年度 5年度 増 減 

おとな (16歳以上) 683枚 301枚 382枚 

こども (小・中学生) 142枚 53枚 89枚 

幼 児 (3歳以上・未就学児) 114枚 54枚 60枚 

計 939枚 408枚 531枚 

⑵ 東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム利用券：年間 

納品枚数 ： 1,000枚 (5年度 ： 500枚)、申込み枚数 ： 319枚 (5年度 ： 347枚) 

利 用 施 設 6年度 5年度 増 減 

東京ディズニーランド・ディズニーシー・

東京ディズニーセレブレーションホテル 
229枚 211枚  18枚 

⑶ 「温泉宿泊助成」利用補助：年間利用 

印刷枚数 ： 2,000枚 (5年度 ： 3,000枚)、配布枚数 ： 1,923枚 (5年度 ： 1,334枚) 

利 用 施 設 6年度 5年度 増 減 

下呂温泉 （37施設）    12/31迄 48枚 60枚 ▲ 12枚 

ぎふ長良川温泉 （4施設） 4枚 6枚 ▲ 2枚 

計 52枚 66枚 ▲ 14枚 

⑷  海遊館利用補助：年間利用 【令和 6年度限り】 

印刷枚数 ： 3,400枚 (5年度 ： 4,400枚)、配布枚数 ： 3,375枚 (5年度 ： 3,085枚) 

種  類 6年度 5年度 増 減 

おとな (16歳以上) 168枚 154枚 14枚 

こども (小・中学生) 35枚 37枚 ▲ 2枚 

幼 児 (3歳以上・未就学児) 31枚 28枚 3枚 

計 234枚 219枚 15枚 



 

⑸ 海の家 利用補助：7月 13日(土)～8月 24日（土)  

印刷枚数 ： 6,000枚 (5年度 ： 8,000枚)、配布枚数 ： 6,534枚 （5年度 ： 6,534枚） 

利 用 施 設 6年度 5年度 増 減 

三国サンセットビーチ 363枚 407枚 ▲ 44枚 

鷹巣海水浴場 612枚 510枚 102枚 

敦賀松原海水浴場 契約終了 39枚 ▲ 39枚 

利用者数合計 975枚 956枚 19枚 

⑹  けんこうの湯(夏季) 利用補助：7月 13日(土)～8月 31日(土) 

印刷枚数 ： 11,000枚 (5年度 ： 10,000枚)、配布枚数 ： 11,000枚 (5年度 ： 10,000枚) 

利 用 施 設 6年度 5年度 増 減 

三国温泉 ゆあぽ～と 903枚 831枚 72枚 

国民宿舎 鷹巣荘 219枚 262枚 ▲ 43枚 

ふくい健康の森温泉 1,794枚 1,391枚 403枚 

越前温泉露天風呂 漁火 405枚 355枚 50枚 

越前温泉露天風呂 日本海 84枚 103枚 ▲ 19枚 

河野シーサイド温泉 ゆうばえ 108枚 84枚 24枚 

ニューサンピア敦賀 つぬがの湯 終了 184枚 ▲184枚 

敦賀温泉リラ・ポート 960枚 577枚 383枚 

御食国若狭おばま 濱の湯 571枚 454枚 117枚 

利用者数合計 5,044枚 4,241枚 803枚 

⑺  けんこうの湯(冬季) 利用補助：12月 14日(土)～2月 28日(金) 

印刷枚数 ： 12,000枚 (5年度 ： 10,000枚)、配布枚数 ： 12,000枚 （5年度 ： 10,000枚) 

利 用 施 設 6年度 5年度 増 減 

ふくい健康の森温泉 2,457枚 2,227枚 230枚 

法恩寺温泉 ささゆり 144枚 138枚 6枚 

渓流温泉 冠荘 748枚 629枚 119枚 

今庄３６５温泉 やすらぎ 258枚 307枚 ▲ 49枚 

ニューサンピア敦賀つぬがの湯 終了 267枚 ▲ 267枚 

敦賀きらめき温泉 リラ・ポート 1,217枚 598枚 619枚 

御食国若狭おばま 濱の湯 833枚 576枚 257枚 

利用者数合計 5,657枚 4,742枚 915枚 

⑻  アイススケート 利用補助 ：12月 14日(土)～2月 28日(金)  

印刷枚数 ： 5,000枚 (5年度 ： 5,500枚)、配布枚数 ： 5,000枚 (5年度 ： 5,500枚) 

利 用 施 設 6年度 5年度 増 減 

ニューサンピア敦賀アイスアリーナ 500枚 660枚 ▲ 160枚 



 

⑼ スキーリフト券 利用補助：12月 14日(土)～2月 28日(金)  

印刷枚数 ： 7,000枚 (5年度 ： 6,500枚)、配布枚数 ： 7,000枚 (5年度 ： 6,500枚) 

利 用 施 設 6年度 5年度 増 減 

スキージャム勝山 552枚 589枚 ▲ 37枚 

九頭竜スキー場 229枚 162枚 67枚 

福井和泉スキー場 160枚 123枚 37枚 

今庄 365スキー場 273枚 87枚 186枚 

池田町新保ファミリースキー場 64枚 0枚 64枚 

利用者数合計 1,278枚 961枚 317枚 

⑽ 施設利用会員証の発行 ： 512枚 (5年度 ： 242枚） 

高輪・品川プリンスホテル、プリンスホテルグループ（全国のプリンスホテル、スキー場、ゴ 

ルフ場）、ダイワロイネットホテル、HMIホテルグループ、MYSTAYSホテルグループ他、全

国で契約している施設を優待価格で利用できる施設利用会員証 

５ 諸会議 

⑴ 理事会及び評議員会 

① 第１回通常理事会（書面決議） 

提案年月日 令和 6年 5月 10日 （金） 

第 1号議案 令和 5年度事業実施結果について 

第 2号議案 令和 5年度正味財産増減計算書について 

第 3号議案 貸借対照表について 

第 4号議案 財産目録について 

決議があったものとみなされた日 令和 6年 5月 23日（木） 

② 第 1回臨時理事会 

開催年月日 令和 6年 6月 13日 （木） 

開催場所  福井市地域交流プラザ 601会議室 

出 席 者 数 理事：9名、監事：1名 

第 5号議案 理事の任期満了に伴う選任について 

第 6号議案 監事の任期満了に伴う選任について 

第 7号議案 会長及び副会長の選定について 

③ 定時評議員会 

開催年月日 令和 6年 6月 13日（木） 

開 催 場 所 福井市地域交流プラザ 601会議室 

出 席 者 数 評議員：8名、理事：2名、監事：1名 

第 1号議案 令和 5年度事業実施結果について 

第 2号議案 令和 5年度正味財産増減計算書について 

第 3号議案 貸借対照表について 

第 4号議案 財産目録について 



 

第 4号議案-1 付属明細書 

第 5号議案 評議員の任期満了に伴う選任について 

第 6号議案 理事の任期満了に伴う選任について 

第 7号議案 監事の任期満了に伴う選任について 

④ 第 2回臨時理事会 

開催年月日 令和 7年 1月 21日 （火） 

開催場所  福井市地域交流プラザ 501会議室 

出席者数  理事：7名、監事：0名 

第 1号議案 令和 6年度第 1回臨時評議員会の開催について 

第 2号議案 福井県社会保険協会年会費の在り方について 

⑤ 第 2回通常理事会 

開催年月日 令和 7年 3月 10日（月） 

開催場所  福井市地域交流プラザ 601会議室 

出席者数  理事：7名、監事 1名 

第 1号議案 令和 7年度事業実施計画（案）について 

第 2号議案 令和 7年度会費負担割合（案）について 

第 3号議案 令和 7年度収入支出予算（案）について 

第 4号議案 令和 7年度定時評議員会の開催について 

⑥ 第 1回臨時評議員会 

開催年月日 令和 7年 3月 10日（月） 

開 催 場 所 福井市地域交流プラザ 601会議室 

出 席 者 数 評議員：9名、理事：2名、監事：1名 

第 1号議案 令和 7年度事業実施計画（案）について 

第 2号議案 令和 7年度会費負担割合（案）について 

第 3号議案 令和 7年度収入支出予算（案）について 

⑵ 定例監査 

実施年月日 令和 6年 4月 23日（火） 

実 施 場 所 福井県鉄工会館 2階会議室 

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日までの事業年度における事業実施結果お

よび収支決算等について実施した。 

⑶ 諸会議 

① 関西地区社会保険協会会議 

令和 6年 7月 11日（木） ～ 12日（金） 

全国社会保険協会連合会主催(滋賀県草津市) 

② 近畿地区社会保険協会情報交換会議 

令和 6年 11月 14日（木） ～ 15日（金） 

福井県社会保険協会主催（福井県福井市） 



 

③ 広報紙「社会保険ふくい」編集会議（偶数月） 

年金事務所及び㈱ウララコミュニケーションズとの打合せを実施 

協会けんぽ及び福井労働局はメールによる情報提供・校正確認 

⑷ 関係機関との事業打合せ会（協力連携） 

令和 7年 2月 27日（木） 

令和 7 年度協会事業計画（広報活動、制度普及啓発）について福井労働局、日本年金機

構及び全国健康保険協会と実施 

６ その他 

⑴ 会員加入勧奨 

◆ 令和 7年 3月末現在の県内社会保険適用事業所数：1５，９７０事業所 

◆ 令和 7年 3月末現在の会員事業所数：8,450事業所  【52.9％】 

新規加入勧奨：令和 5年 11月から令和 6年 10月に社会保険適用事業所となった 534 

事業所に対し、年6回に分けて事業案内・入会案内を送付し、88事業所が

加入 【16.48％】 

再度加入勧奨：令和 5年度に初めて加入案内を送付した事業所のうち、会員に至らなか 

った 433事業所に対し再度加入案内を行い、57事業所が加入【13.16％】 

最終加入勧奨：令和4年度に初めて加入案内、令和5年度に再度の加入案内を送付した 

事業所のうち、会員に至らなかった 365事業所 

過渡期①：平成 27年度（平成 26年 7月から平成 27年 6月の社会保険適用事業 

所）会員に至らなかった 410事業所 

過渡期②：平成 28年度（平成 27年 7月から平成 28年 6月の社会保険適用事業 

所）会員に至らなかった 451事業所 

合計 1,226 事業所に対し 3 回目の加入案内を行い、90 事業所が加入

【7.34％】 

6年度 勧 奨 加 入 
5年度  

勧 奨 加 入 

新 規 

①  4月 

1回目 

75件 16件 89件 12件 

②  6月 81件 19件 76件 5件 

③  8月 121件 17件 91件 20件 

④  10月 82件 18件 74件 9件 

⑤ 12月 94件 15件 76件 16件 

⑥  2月 81件 3件 123件 4件 

小計１ 534件 88件 529件 66件 

再 度 6月 2回目 433件 57件 415件 30件 

最 終 
6月 

3回目 365件 22件 327件 12件 

過渡期① 410件 33件 246件 18件 

過渡期② 451件 35件 347件 17件 

小計２ 1,226件 90件 920件 47件 

合 計 2,193件 235件 1,864件 143件 



 

⑵ 会費未納会員への案内 

年会費払込期限（4月末日）以降、7月末時点で納入のなかった事業所の計 477事業所

に対し、納入催告として払込通知書を送付した。さらに 11 月に 2 回目の納入催告として

319事業所に対し案内を送付し、当会事業への理解と協力を求めた。 

 

6年度 対象数 納入率 
催告後 

納入件数 

5年度 

対象数 納入率/催告後 

口座振替 5,066件 98.76％ - 5,190件 98.75％ 

払込通知書 3,456件 82.16％ - 3,506件 84.68％ 

催告① 8/1 477件 - 152件 506件 166件 

催告② 11/1 319件 - 43件 337件 51件 

計 8,522件 97.22％ 195件 8,696件 
97.23％ 

217件 

⑶ 会員数の動向 

年 度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度 

払込通知書  

発行事業所 ※１   
9,040件 8,948件 8,819件 8,696件 8,522件 

対前年度差 ※2 
※3 

▲ 1,127件 
▲ 92件 ▲ 129件 ▲ 123件 ▲ 174件 

・加入勧奨効果 192件 136件 136件 143件 235件 

・未納催告効果 150件 209件 214件 217件 195件 

・全喪・廃業・申出 123件 158件 141件 141件 233件 

・5年未納退会 59件 124件 70件 68件 34件 

※１ 払込通知書発行事業所とは、4月に年会費の納入案内を送付する会員事業所 

（0人事業所は除く）。 

※2 対前年度差の要因には、被保険者 1名以上の事業所が、届出等なく翌年度0人事業所となって

いる場合、払込通知書発行事業所から除いているため。 

※3 平成 31 年度まで未整理だった規程第 20 号（一般財団法人福井県社会保険協会会員に関す

る規程）第 4条第 3号による長期間(5年)未納となっている事業所を一括して退会処理したため。 

 

 


